
平成２５年１２月１７日 

報道関係各位 

 

山陽バス株式会社 

 

消費税率引上げに伴う 

路線バス（乗合バス）の運賃改定の申請について 

  

山陽バス株式会社（本社：神戸市垂水区、代表取締役社長：今栄高志）では、平成２５

年１２月９日（月）に国土交通省へ乗合バス運賃の変更認可申請を行いました。 

 申請理由および申請概要は次のとおりです。 

 

Ⅰ．申請理由 

平成２６年４月１日より実施される消費税率引上げに伴う税負担増加分の運賃への

転嫁のため。 

 

Ⅱ．申請概要 

１．申請日          平成２５年１２月９日 

２．運賃改定実施予定日    平成２６年４月１日（予定） 

３．運賃の平均改定率 ２．８５３％（参考：消費税引上げ率２．８５７％） 

４．現行・申請運賃比較 

運賃への転嫁に際しては、全体の改定率が２．８５７％の範囲内に収まるよ

うに、一部運賃を据え置きます。 

①普通運賃 

区 分 現 行 申 請 

均一区間制（垂水・舞子線、明石線） 200 円 210 円 

160 円 160 円 

200 円 210 円 

210 円 220 円 
対キロ区間制（伊川谷高校線） 

220 円 230 円 

    ※塩屋北町線運賃、二見線運賃につきましては、現行のまま据え置きます。 

 

②定期運賃 

通勤（１か月） 通学（１か月） 
区 分 

現行 申請 現行 申請 

均一区間制（明石線） 8,400 円 8,820 円 7,200 円 7,560 円 

  ※垂水・舞子線、伊川谷高校線、二見線の定期運賃につきましては、現行のまま

据え置きます。 

 



③その他 

以下の乗車券等については、変更ございません。 

・ＰｉＴａＰａ【利用額割引】【登録型割引（エリア１プラン、二見プラン）】 

   （割引額および各プランでの上限請求額） 

     ・バスカード（発売額および利用可能額） 

     ・通学回数券（発売額および利用回数） 

 

５．その他 

高速バスの運賃につきましては、今後届出する予定です。 

 

 

＜参考＞主要区間の申請運賃 

片道 通勤定期（１か月） 通学定期（１か月）
主要区間 

現行 申請 現行 申請 現行 申請 

均一区間制（垂水・舞子線） 200 円 210 円 8,400 円 8,400 円 7,200 円 7,200 円

均一区間制（明石線） 200 円 210 円 8,400 円 8,820 円 7,200 円 7,560 円

朝霧駅前～長尾辻 210 円 220 円 8,820 円 8,820 円 7,560 円 7,560 円

朝霧駅前～伊川谷高校前 220 円 230 円 9,240 円 9,240 円 7,920 円 7,920 円

 

以 上 

 

＜資料提供先＞ 

 兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ、神戸民放記者クラブ、神戸経済記者クラブ 

 

 

山陽バス株式会社 企画部 ＴＥＬ ０７８－７８２－６０６８ 

（８時４５分～１７時３０分 土・日・祝は除く） 

 

この件についてのお問い合わせは 


